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ロータリーの情報を得ることが出来、世界中のロー
タリアンの活動や意見を知ることが出来る貴重な
「雑誌」だと思います。「ロータリーの友月間」に際
し改めてそのありがたさを再認識いたしました。私
も月に一度は『ロータリーの友』を「積読」ではなく
「通読」することから始めようと思いました。

〔第３回理事会報告〕
1．�新会員研修会及び歓迎懇親会の予算及び実施
内容について【承認】

2．�第2740地区大会登録、出席（本会議･懇親会･
ゴルフ登録･RAC･IAC）について

 　　�多くの会員の皆様の登録ならびに出席をよ
ろしくお願いいたします。

3．雑誌委員会より本年度事業計画提案
　　�『�ロータリーの友』を佐世保市立図書館に

2019年6月まで配置する。
4．10月例会プログラムについて【承認】
 　　�p.４に掲載
5．第４回理事会日程について
 　　�平成29年10月4日㈬ 17:00〜 富士国際ホテル
6．その他
 　　�2018-19年度地区大会（ホスト佐世保RC）

プロモーション映像の撮影について協議

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
　佐世保市役所  都市整備部  まち整備課
　　　　　　　　　　　係長	 草場　公

ひろふみ

文 様
○ゲスト
　佐世保市役所  都市整備部  まち整備課
　　　　　　　　　　　主幹	 岡　　三

みつたか

貴 様
○ビジター
　長崎RC	 藤本　　伸さん

	 会長　富永　雅弘
　今月は「ロータリーの友月間」
です。ロータリー会員の3大義務
は「例会の出席」「会費の納入」
および「ロータリー雑誌の購読」
です。日本ではこのロータリー
の雑誌が『ロータリーの友』です。
『ロータリーの友』はRIが認定する地域雑誌の一
つで、世界には31のロータリー雑誌がありま
す。日本のロータリアンのために、RIの方針や
全世界のロータリアン並びにロータリークラブの
活動を紹介するとともに、国内の地区･ロータリ
ークラブの活動情報を提供してロータリー活動
の発展に寄与することを目標にしています。
　『ロータリーの友』は1953年に創刊されました。
当初は約3,300部だったものが、1997年に約17万
部というピークを迎えた後、2016年には約9万6千
部を発行しています。1952年に大阪市で開催され
た地区大会で日本のロータリーが東西に分割され
ることとなり、両地区の連絡と情報の交換、共有
のための「機関誌」として誕生したのが始まりで
す。『ロータリーの友』の名前は当時の人気雑誌
『主婦の友』にあやかったものだとされています。
　本を読むときに、「熟読」や「速読」などといい
ますが、『ロータリーの友』を読む場合は積んで
おくという意味の「積読」といわれ、「読まれざる
ベストセラー」と揶揄されることもあるようです。
　しかしながら、「ロータリーの友編集委員会」
では面白い、面白くないという意見の中には本
来のロータリーの雑誌の目的以外の面白さで評
価されている部分があり、ロータリアン一人ひ
とりがロータリー活動の視点からの面白さを追
求しており、漫画を多用したり連続小説を掲載
したりすることは無いとしています。
　『ロータリーの友』は毎月届けられ最も効率的に
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　佐世保RCの結集力を示す為にも、数多くの皆
様のご参加が必要です。是非、皆様のご協力を
お願い致します。（パールクィーンでの撮影で
は、皆さんにはこの法被を着て頂きます。）

■2018〜19年度地区大会実行委員長	 橘髙　克和
　平成30年11月17日㈯、アルカ
スSASEBOにて国際ロータリー
第2740地区地区大会が開催され
ます。皆様のお力添えをいただ
いて立派な地区大会になります
ように精進致しますので、宜し
くお願い致します。

■2018〜19年度ガバナー月信委員会
	 委員長　中村　徳裕
　次年度は、私たち佐世保RCが
ホストとなって、地区大会を開催し
ます。来る11月18日㈯の佐賀での
大会で、次年度大会の広報をステ
ージ上で行います。その際に使用す
るPRのためのビデオを制作するこ
とになりました。
　佐世保らしい魅力を発信するビデオにするため、
メインの映像を、九十九島でクルージングする「パー
ルクィーン船上」に、できるだけ多くの「佐世保RCの
メンバー」に集まっていただき、笑顔で大会来場へ
のアピールをしていただくことを計画しております。
　特製の法被を着ていただいた笑顔の佐世保RC
メンバーを撮影したのち、ドローンでどんどん上昇し
て、皆さまが乗る船と九十九島の美しい風景を撮影
します。印象的な映像に合わせて、女性のナレーシ
ョンで地区大会へ誘う効果的なビデオを制作した
いと考えております。皆さまご多用のことと存じます
が、撮影にご参加くださいますよう、よろしくお願い
いたします。
　撮影日／平成29年9月20日㈬　集合 朝7:40
　　　　　出航 8:00　帰着 9:30
　※�悪天候の際の予備日 9月27日㈬（時間は上
記と同じです）

　衣装／特製法被をご用意します。

	 囲碁･将棋同好会幹事 平尾　幸一
囲碁･将棋大会のご報告
　中澤　剛西部方面混成団長兼
ねて相浦駐屯地司令をお迎えし
て、9月1日㈮、T U L L Y ' S 
COFFEE佐世保京町店で囲碁･
将棋大会を開催し、将棋に6名、
囲碁に4名が参加され、応援団3名にも参加して

	 幹事　坂元　　崇

１．国際ロータリー日本事務局　クラブ･地区支援室
　リソースのご案内　基本的教育と識字率向上月間
　
２．第2740地区ガバナー	 駒井　英基さん
　�2017〜18年度「地区大会」人頭分担金送金のお願い
　　�送金金額：8月末日現在会員数×5,300円

３．第2740地区ガバナー	  駒井　英基さん
　　地区青少年奉仕統括委員会
	  委員長　奥村　　豊さん
　　地区インターアクト委員会
	  委員長　松田　洋一さん
　�2017〜2018年度インターアクト前期指導者研
修会のご案内
　　日時／2017年10月7日㈯　13:00〜16:30
　　会場／東彼杵町総合会館 大会議室
　　クラブ出席対象者／高校インターアクトクラブ顧問教諭
　　提唱ロータリークラブ インターアクト委員長及び委員

４．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ

５．佐世保西ロータリークラブ
　　ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　�2017〜2018年度「クラブ現況と活動計画書･
報告書」

■2018年〜19年度 地区幹事	 増本　一也
2018年〜19年度 地区大会プロモーションビデオ
撮影ご協力のお願い
　福田金治ガバナーエレクトの地
区幹事として、本日は、皆様に
お願いがあります。今年度、第
2740地区「地区大会」が11月18
日㈯に佐賀市で開催されます。
次年度の私達が開催する地区大会本番の為に、
多くの会員の皆様にご出席頂き、式典等の内容
をつぶさに見て頂きたいと存じます。
　又、その本会議の最後に、橘髙克和地区大会実
行委員長を筆頭に、皆さんにも一緒に登壇してい
ただき、次年度の佐世保での地区大会をPR致し
ます。皆さんのご協力をよろしくお願い致します。
　そして、そのときに使用するPRビデオの作成
の為に、今月9月20日㈬ 朝7時40分パールシー
に集合、8時出航、パールクィーンの船上で、そ
のプロモーションビデオの撮影を実施致します。
（雨天の場合は9月27日㈬に延期）

幹 事 報 告

その他の報告

囲碁・将棋同好会より
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いただきました。大久保利博さんが手配され
た、鰻の蒲焼に舌鼓を打ちつつ、美味しいワイ
ン、日本酒をいただきながら、和気あいあいと
楽しみました。
　中澤団長は、当クラブ将棋のトップ3の一角
を崩す活躍をなされました。次回開催時には多
数の皆さんのご参加をお願いいたします。

	 親睦活動委員会　廣瀬　章博
富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、赤木　征二さん
福田　金治さん、増本　一也さん
　佐世保市役所 都市整備部 まち整備課 係長 
草場公文様の卓話に期待してニコニコします。

富永　雅弘会長、増本　一也さん
大神　吉史さん
　長崎RC 藤本　伸さんの訪問を歓迎いたします。

長崎RC　藤本　　伸さん
　お陰様で、ぜに屋佐世保店も3周年を迎えまし
た。今後共宜しくお願い致します。

大久保利博さん
　モスバーガーの元アルバイト草場君の卓話に
期待して。20数年ぶりで感激。

古賀　　巖さん
　本日の、佐世保市役所 都市整備部 まち整備課 
係長 草場様の卓話に期待してニコニコします。
佐世保市が中核都市になってから、屋外広告物行
政が長崎県から佐世保市に権限委譲されて「まち
整備課」が誕生し、以来活発に活躍されています。
　日頃、私たちの業界の長崎県屋外広告美術協
同組合（特に佐世保支部）も、官民一体となるよ
う屋外広告物行政に積極的に協力させていただ
いております。本日は、9月9日が屋外広告の日
ということもあって、卓話をお願いしました。

平尾　幸一さん
「文武両道」
　この7月、白十字会介護老人保健施設サンの
石橋経久施設長が、本年度の厚生労働大臣賞（長
崎県で3人目）を受賞しました。また、8月には、
第30回長崎マスターズ陸上競技選手権大会の24
歳以下男子3000メートル競歩で、佐世保中央病
院の吉永宗一郎君が、日本記録を上回る成績を
あげました。以上、長崎新聞に掲載して頂きま
したので、ニコニコ致します。

筒井　和彦さん
　8月下旬、カテーテル検査で中央病院のお世話
になり、平尾先生以下のご指導の下、無事退院
することができました。ロータリークラブのお
かげで先生とのご面識を得られたことに感謝
し、ニコニコします。

『佐世保市屋外広告物条例について』

　佐世保市役所　都市整備部
　まち整備課
　　係長　草場　公文 様

１．屋外広告物の概要
◦屋外広告物とは
　・�常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表
示される広告板、広告塔、立看板、ポスター、
広告幕、アドバルーンなどで、営利を目的とす
るものだけでなく、非営利的なものも含む。

◦屋外広告物の性質
　・�屋外広告物は、生活に必要な情報を人々に
伝えるだけでなく、街の活気や賑わいの演
出に欠かせないもの。ただし、無秩序に氾
濫したり、不適正な管理をしたりすると、
街並みや自然の景観が損なわれますし人々
に危害を及ぼすおそれがある。

◦法、条例のこれまでの経緯
　・�昭和24年　屋外広告物法が制定
　・�昭和39年　長崎県屋外広告物条例施行（佐世
保市内の規制誘導開始）

　・�平成28年4月　長崎県より権限移譲
　　�佐世保市屋外広告物条例を施行（内容は県条
例と同じ）

◦条例の目的
　・�景観、風致の保全～総量規制、個別基準を

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	 　20,000 円

	 累　　計	 304,000 円

◇

卓　　話
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クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：筒井　和彦）
（カメラ担当：德川　晃尚）

＊9〜10月  例会卓話者予定＊

９月20日　佐世保市消防団
	 団長	 杉田　正登 様

９月27日　会員卓話		  長浜　陽介さん
	 （東京海上日動火災保険㈱  佐世保支社長）

10月４日　観月例会

10月11日　JR佐世保駅
	 駅長	 井手　靖則 様

10月18日　児童養護施設「清風園」
	 園長	 川添　　聡 様

10月25日　会員卓話
　　　2018〜19年度地区幹事		 増本　一也さん
　　　2018〜19年度地区大会実行委員長
		  橘髙　克和さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／9月19日㈫　17:00〜 〔予定〕
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／9月14日㈭  例会中止（会員が集まらない為）
変更の例会日は改めてお知らせ致します。

日時／9月28日㈭　19:00（食事開始）〜
　　　地区代表公式訪問例会
会場／長崎国際大学 食堂
〜皆様のご出席をお願い致します。〜

＊�西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊�RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

設けることにより広告物の氾濫による街並
みや自然景観の阻害を防止。

　・�公衆への危害防止～定期的な安全点検を義
務付けることにより、管理不全に起因する
広告物の倒壊、落下を防止。

◦許可手続き
　・�屋外広告物を表示するには、事前に許可が
必要。面積に応じて手数料がかかる。

　・�許可期間は最大３年。継続して広告物を出
す場合は更新許可が必要。

　　その際、点検報告書の提出。

２．屋外広告物法
◦規制基準
　・�法には、具体的な規制基準については都道
府県（中核市）が条例で定めることとなって
いるため、各自治体で面積や高さの規制基
準は異なる。

３．佐世保市屋外広告物条例
◦規制の概要
　・�禁止広告物 ～ 設置してはいけない広告物
　　�破損したものや老朽化したもの。改修や撤
去の指導を行っている。

　・�禁止物件 ～ 原則として広告物を設置でき
ない物件

　　橋梁、歩道柵、電柱等（一部適用除外有）
　・�禁止地域 ～ 原則として広告物を設置でき
ない地域

　　�風致地区、都市公園、文化財、重要文化的
景観等

　・�許可地域 ～ 原則として広告物の設置に許
可が必要な地域。3つの許可地域設定

　・�総量基準 ～ 地域によって総量の基準あり
　・�個別基準 ～ 広告物の種類や地域によって
高さや面積の基準あり

４．屋外広告物の事故事例
　�　外壁に取り付けられた看板の一部が落下し
歩行していた女性の頭部にあたり意識不明の
重傷。副店長が業務上過失傷害罪に問われる。
　�　万一、看板事故で第三者に被害を与えた場
合、積み重ねてきた会社やお店の信用を一瞬
で失うことになりかねませんので、佐世保市
では点検報告を義務付けている。

５　屋外広告物を設置する際のポイント
◦よりよい屋外広告物を目指すためのキーワード
　・�器具や設置の高さを「低く」
　・�台数や文字量を「少なく」
　・�寸法、色彩などを「揃える」

　・�季節に応じて「飾る」
　・�企業などの価値を「高める」
　・�媒体の相乗効果を「繋げる」

６　佐世保市からのおしらせ
◦佐世保市広告景観作品募集
　・�佐世保市の景観の向上と屋外広告物への関
心を高めるため、優れた屋外広告物を広告
景観賞として選定・表彰します。募集期間
は10月31日まで。


